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令 和 5 年 12 月 1 日

奈良県医療･介護保険局介護保険課長

( 公 印 省 略 )

　平素は、本県の高齢者福祉行政の推進について、ご理解とご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」とい

う。）第53条の2により、施設の従事者並びに入所者に対する結核に係る定期の健康診断の

実施が義務づけられており、感染症法第53条の7の規定により、定期の健康診断を行ったと

きは保健所長を経由して都道府県知事へ報告することが義務づけられています。

　これを踏まえ、県疾病対策課長から別添のとおり周知依頼がありましたので周知します。

　全国の結核患者数は年々減少していますが、奈良県は全国と比較しても高齢の結核患者の

割合が高いことから、高齢者の結核早期発見が重要となっています。また、発症すれば二次

感染を起こしやすい業務に従事する者についても、結核の早期発見は重要です。

　つきましては、定期健康診断の実施と実施後の報告を確実に行っていただきますようお願

いします。

施設の従事者並びに入所者に対する結核に係る定期健康診断の実施

および実施後の報告について（通知）


